
県営住宅返還手続きの流れ：

県営住宅の返還手続きについて

県営住宅を返還する場合は、返還したい日より1ヶ月前までに「県営住宅返還届[書類１]」を住宅供給公社に持
参してください。後日、立会検査を行い、住宅の鍵を全て返して頂いて手続きが完了します。

step

① 書類のダウンロード

step

② 書類に記入

step

③ 持参するもの ★印鑑（認印）
★契約者名義の預金通帳

step

④ 住宅供給公社へ持参
退去手続きは電話での受付はできません。必ず1ヶ月前までに県営住宅を管轄する
住宅供給公社窓口へお越しください。

西部支所 住宅サービス課（中部） 東部支所

〒 430 - 0929

浜松市中央区中央1丁目

12-1 県浜松総合庁舎9階

静岡県住宅供給公社
西部支所

〒 420 - 0853

静岡市葵区追手町9-18
静岡中央ビル ９階

静岡県住宅供給公社
住宅サービス課

〒 410 - 0055

沼津市高島本町1-3
県東部総合庁舎本館2階

静岡県住宅供給公社
東部支所

step

⑤
退去手続き

立会検査の指定等

step

⑥
引越し

修繕費の支払い等

step

⑧

・窓口で退去手続き・説明・日割り家賃・畳襖等修繕費の計算を行います。
・立会検査は返還届を提出していただいた時に、日時を打ち合わせます。

step

⑦
立会検査当日

鍵の返還

・自分で持ち込みした物（お風呂、換気扇等）はすべて取り外してください。
・室内のクリーニング（清掃）。
・自治会長に連絡して引越しする予定日を報告してください。共益費、自治会費、自
治会の駐車場を借りている場合は使用料等を精算してください。
・電気、ガス、水道、通信等の解約・精算や住所変更をしてください。
・畳や襖等の修繕費を立会検査の前日までに振り込んでください。

・指定した日時に立会検査員が訪問しますので、室内でお待ちください。
・修繕費の支払いを確認しますので、振込みの控えを見せてください。
・室内を確認し、修繕が必要な箇所があれば、修繕をお願いします。
・入居時に渡した本数のオリジナル鍵をすべて返却してください。オリジナル鍵を紛
失した場合は、シリンダー交換費用を請求します。

☆県営住宅 返還届 [書類１]

＊住宅供給公社窓口にも用意してあります。

申請者の記入欄は提出年月日と書類の太枠内の欄です。もれなくご記入ください。

敷金の還付 ・敷金残額があった場合は返還日から約２ヶ月後に指定された口座へ振り込みます。

立会検査までに必ず行うこと

営業時間 ８：３０～１７：１５（土・日曜日・祝日を除く）

東部支所
東部支所富士出張所
住宅サービス課
西部支所

静岡県住宅供給公社
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha

℡（０５５）９２０－２２７１
℡（０５４５）５５－２８１７
℡（０５４）２５５－４８２４
℡（０５３）４５５－００２５

富士出張所（富士・富士宮）

〒 417 - 8601

富士市永田町1丁目100
富士市役所5階南側

静岡県住宅供給公社
富士出張所



様式第14 号（第15 条関係）

      年          月          日

〒 ―

電話番号

住所

名称
電話番号

フリガナ

備考

県営住宅 返還届

静 岡 県 知 事 様

住宅名                               団地                 棟              号室

入居者氏名

静 岡 県 住 宅 供 給 公 社 理 事 長 様

氏名

            年               月               日

電話番号

(             )                    －

(             )                    －

次のとおり県営住宅を返還するので、届け出ます。

返還年月日

返還理由

連
絡
先

移転先住所

勤務先
所在地

敷金等の還付先

家 賃
（この欄は記入し

金融機関名

口座番号

名義人

普通

本支店名

月分まで支払済み （滞納額 月分まで 円）

1 敷金等の還付先口座が入居者本人以外の名義の場合には、委任状を提出してください。

2 還付先口座が県外の金融機関の場合には、都市銀行又は地方銀行を指定してください。

書類１


